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資
本
利
子
が
利
潤
で
あ
る
か
原
価
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
：経
済
学
上
も
意

'. 

.見
の
わ
が
れ
る
と
。
ろ
で
あ
る。

_

会
計
学
で
は
、'資
本
利
子
は
さ
ら
に
、
借
入
金
に
た
い
す
る
支
払
利
子
f
i 

: 

.人
資
本
利
子〕

：：
と
、
.
_已
資
本
、
：
投
下
資
本
、
設
備
資
本
等
に.た
い
す
：る

•
現 

実
に
貨
幣
吏
出
の.な
い

•
計

算

上

の
•利
子

.

〔

自
己
資
本
利
子
、：
投
下
資
本
.利 

子
、
設
備
資
本
利
子
等}
と
に
わ
か
れ
、
こ
れ
ら
を
原
価
と
し
て.処
理
す
べ
き
、 

か
、
利g

と
し
て
処
理
す
べ
き
か
は'
き
わ
め
て
複
雑
か
つ
困
難
な
問
題
と
な■

.っ
て
い
る
0

'

• 

-

.

■'

亦

务i

企
業
が
い
か
か
る
実
践
方
式
を
採
用
し
て
い
る
か
、
.と
い
ぅ
最
も
か 

ん
た
ん
な
問
に
た
い
し
て
も
、
私
の
発
見
し
え
た
か
ぎ
り
で
、
.つ
ぎ
の
ょ
ぅ
な 

各
植
の
こ
た
え
が
あ
る
。
以
下
は
，ア
メ
リ
ヵ
の
原
価
計
算
実
務
に
つ
い
て
の
諸 

見

解

の

み

で

あ

る

。

.

た

 

⑴

ジ

f
丨
ダ
ン
、

ハ
リ
ス
の
両
者
は
、
実
務
，

P
は
、
他
人
資
本
利
子
だ
.け

:
/ 

.
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: 

- 

- 

. 

■

.

.を
原
価
に
算
'入
し
、
：

そ
：.

の
他
の
利
子
を
原
価
か
ら
除
外
ず
る
の
が
通
常
で 

:あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
：：ジ
ョ
*
ダ
シ> 
ハ
：
リ
ス
は
、
法
廷
の
判
決
も
、
自 

‘
己
資
本
利
子
の
原
価
算
入.に
反
対
し
'て
：い
る
と
言
明
し
て
い
る

(

一
九
一
一

-
s
o
.
.
:
- 

.

'

.
■

■:
,

⑵

ン
。へ
ー
ト
：ン
は
、
実
際
に
ば
投
下
資
本
利
子
な
い
し
自
己
資
本
利
子
を
原 

価
に
算
入
す
る
こ.と
は
あ
ま
..り
.お
.こ
.な
わ
れ
な
.い
、
，
と
-

>:

ぅ(. 一.

九

1
A 

■
■年
以
降
の
.敎
箸)

。

. 

'

⑶

J 

,
^
、
ク
ラ
ー
ク
は
、
他
人
資
本
に
た
い
す
る
安
私
利
子
だ
け
が
、

.
通
常
、
固

定

費

用
.

〔

固
定
原
価〕

へ
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
、

と
い
ぅ 

(

一
九
：5
1一.年)

。

• 

-
 

: 

• 

' 

■

⑷

_一
 

ユ
ー
チ
ー
に
ょ
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
原
価
会
計
士
協
会
N • 

A 

* 

C 

. 

,
Aの
調
査
の
結
果
、
企
業
家.の
S'
か6

四
が
、
自
己
資
本
利
子
の
原
価
算 

入
に
反
対
し
て
い
る
、
の

で

あ

り

(

企
業
組
合
だ
け
は
算
入
に
賛
成
し
て 

い
る
が)
、

大
蔵
省
の
速
邦
所
得
税
課
で
は
除
外
を
命
じ
て
い
る
と
い
う 

(

一
九
四EL
年
版)

。

⑶

ヵ
ブ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
各
州
の
、
原
価
外
販
売
禁
止
法
に
お
い
て
、
.他 

人
資
本
利
子
の
算
入
だ
け
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
た
/(

ー
九
四
八
年)

。

(6
)

ガ
ー
.ナー

に
よ
れ
ば
、「

数
年
間
の
不
況〔

一
九
ニ
九
年
以
降〕

の
影
響 

か
ら
企
業
が
立
ち
直
り
は
じ
め
た
の
ち
に
、
役
下
資
本
に
た
い
す
る
計
算 

利
子
を
、.
.工
場
棚
卸
'資
産
評
価
類
に
算
入
す
ベ
し
と
い
う
考
え
方
が
短
期 

間
復
活
し
た
。
事
実
、.
N
.
.
R
.

，
八
.規
則
め
う
ち
.の
若
干
は
、.『

公

IE
.®-
. 

‘ 

価
’

の
決
定
に
お
い
て
か
か
る
計
算
利
子
の
算
入
を
要
求
し
て
い
る
条
項 

を
ふ
く
ん
で
い
る
..C

こ
'の
段
階
に
お
い
て
は

『

公
珥
原
価』

は
不
況
か
ら 

の
回
復
を
' お
し
す
す
込
る
販
売fi
格
を
決
定
す
る
た.め
に
：誰
鹿
業
で
採
用 

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
き
れ
て
い
た

)

。

し
か
し
な
が
ら
、
，
エ
場
原
価
と
し.
 

<
の
計
奠
利
子
算
入.は
、
長
期
間
ル
っ
0%
知
-
&知
、

か
。

」

2
九
五
五
年)

.
以
上
は
、
実
践
に
お
い
て
核
他
人
資
本
利
子
の
箅
入
だ
け
し
か
お
こ
な
わ
れ 

な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
.逆
に
つ
ぎ
の
ご
と
き
見
解
が
あ
る
。

. 

S
.

 

ニ
コ
ル
ソ
ン
、

口
ー
ル
バ
ッ
ク
の
両
者
に
よ
れ
ば
、
計
算
利
子
の
算
入 

、
論
に
.た
い
す
る
支
持
が
六
〇
％
、
：
除
外
論
が
四0
% (

た
だ
し
、.
か
な
ら 

■
ず
し
も
実
跋
し
て
い
る
と
い.う
わ
け
で
は
.な
い)

を
占
め
、
へ
原
価
討
算
専 

5
：

家
で
は
九
〇
％
が
算
入
に
く
み
いP
4*;
'
、
戴
备

■ 

.
 

、

、
.
 

.03.)

.あ
る
、
と
い
う(.：

ー
艽
：一'九
年)

。

- 

0

ア
メ
リ
ヵ
原
価
会
許
士
塞
N
. 

. 

A 

'

o

r

A

で
は
、，'
一
九
ニ
〇
年
、

,

,

特
別
委
員
会
を
設
け
て
調
査
：を
お
こ
な.い
、
'ヶ
ス

タ

I

が
報
告
し
た
が
、

.

V
れ
は
の
ち
に
算
入
論
の
側
に
遭
さ
れ
た
。

:

:(9
)

ス
ゴ
ー
ベ
ル
：•は
、
実
践
を
調
査
す
る
と
自
己
資
本
利
子
を
算
入
し
て
い

る
こ
.と
が
多
く
/
法
廷
の
判
決
も
ま
た
、.
.こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
、
と
い 

う

(

一
九
ニ
四
年)

。

(1
0

)
..
サ
ン
ダ
！
ス
は
、
大
企
業
は
、
八
〇
％
が
自
已
資
本
利
子
の
算
入
に
反 

.

.対
し
て
い
.る
'が
、
.企
業
濰
合
を
形
成
し
て
い
る
中
小
企
業
は
、
算
入
希
望

者
の
方
が 

c

^

flv
y

o
一
九
三 
ニ
年)

。
.

(1
1
)
. 

.
-K
丨
ル
は
、
実
務
は
計
算*
子
の
算
入
に
傾
い
て
い
る
、
と

い

う

a

 

九
三
..五
年)

!°
.: 

'
..
• 

'

:

;脚

ロ 

I
.テ
ン
ス
ト
ロ
ー
チ
、
ビ
ラ
ー
ズ
の
両
者
は
つ
ぎ
の
J:
'う
に
述
べ
て
、
 

い
る
'0「

資
本
利
子
を
、.そ
め
.資
本
投
.下
の
た
.め
.に
借
入
が
な
さ
れ
る
と 

否
と
を
と
わ
ず
、
.原
価
に
算
入
す
る
こ
と
は
、
^
く
み
と
か
ら
れ
た
実
務 

で

あ

る(

著
者
は
、
..と
の
.実
務
は
あ
や
：ま
り.に
み
ち
び
き
'や
す
い
と
考
え 

,■
:
る
が〕

。
1—
'と

(

1
九
四
九
年)

0
' 

:

，.
こ
の
よ
う
な
不
統
一.な
.結
論
.：は
、
観
点
、
時
期
、
.‘対
象
等
の
相
違
に
よ
る
も
の 

で
は
あ
る
が
、
そ
の.事
実
自
体
、
資
本
利
子
問
題
め
錯
雑
性
を
表
明
，し
で
い
る
。

'本
稿
は
、
：
現
実
め.実
践
を
示
ず
.：一：
つ
の
重
要
な
指
標
と
し
で
、
.：各
国
の
統
一

. 

原
価
計
算
制
度
を
と
り
だ1
、
そ
こ
に
お
け
る
資
本
利
子
に
が
ん
す
る
規
定
を 

明
ら
力
に
し
よ
う
と'し
た
も
.の
：-で
あ
る
0

ほ
と
ん
ど
全
て
の
国
に
お
い
て
、
:：
.軍
需
品
調
達
価
格
決
定
の
た
め
の
.統
一
原 

価
計
算
制
度
が
、■そ
め
国
の
.原
価
計
算
実
践
の
発
達
に
ゎ
っ
て
、

：

最
大
の
貢
献
. 

を
な
し
で
い
る
。
：そ
れ
ゆ
え
ハ
私
は
、
：以
下
、
そ
れ
ら
調
達
方
式
の
概
要
を
示 

し
つ
つ
、

免
0

%
が
：で
.の
資
本
利
子
の
間
題
に
ま
で
た
：ち
：い
り
た
：い
。■

.

へ
：、な
お
、
啾
の
賢
本
利
子
の
会
計
学
的
研
究
の
全
プ
ラ
シ
を
示
し
て
お
く
と
づ

.

• 
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原
価
計
箅
制
度
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国

棘
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価
計
算
制
度
と
資
本
利
乎
く
、

A

ド

イ

ツ

ぎ
の
よ
ぅ
で
あ
る
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資
本
利
子
と
練)：：

原

価

計

算

纖
'

(

本
稿) 

一I，

資
本
利
子
会
切
の
技
術
的
前
提.
..■

へJ1”r

利
チ
原
価
問
題
：の
理
論
的
研
発.
：':
'

四
、)

利
子
原
伽
問
題
の
実
践
的
研
究
：
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1)
Jordan, J

'
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&

 

Harris, 
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C
7
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s
o
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v
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l
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'
o
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H
V
.
J
W
^
r
s
t 

§

.
^'
o

o

a

,

1
9
2
4
ゾ

'.
:法
廷
の
判
決
.に
つ
.い
て
は
、
ジ
.ョー
1
ダ
ン
、

ハ
リ
ス
の
：結
論
と
ま
さ
に 

正
反
対
.で
あ
る
。
'ジ
ョ
ー
ダ
ン
、
.
八
リ
.ス
の
と
り
あ
げ
た
例
示
は
、
^
わ

'; 

.

め
て
古
.い
時
期
の
も
の
で
あ
り(

か
れ
ら
は
時
：代
を
示
し
、て
'い
.な
い)

、
こ 

の
点
で
.は
年
代
別
に
多
数
の
^
:
|ズ
を
：麻
サ
：ス
コ
1
ぺ
，
ル
：
の

方

が

信

頼

で

'

:
,第
：.ー

「

次
大
戦
当
時
片
は
、
-.

下

ィ

ッ

の

価

盤

制
：

〔

最
高
.価
格
制〕

お
ょ
び
そ 

:

0 ;

義
礎
>

し
ズ
.の
統
- ^

原
価
計̂

^

度
は
き
わ
め
て
不
十
分
で
ぁ-?:
た
。

:.
-
走
チ
ス
統
制
下
ゆ
い
钇
り
：
：
.：嚴

高

麗

決

定

枣

刺

潤

の|

設
定
.の
避
け 

得
ら
れ
ざ
る
こ
とi::

が

讓

务

れ
y「

適
芷
価
格
‘は
利
潤
を
加
算
せ,『

全
.コ 

.ス
ト』

に
；

I

致
.せ

ね

ば

な

ら

な

：い
，

,-
と
主
張
さ
れ
る
に
い
：た
つ
た
。

:

ソ1

九
三
八
年
に
：、V
T公
的
隻
品
価
格
計
算
令

』

,な
ら
び
に
F
れ
に
も
と
づ 

:

く

『

公
的
注
文
品
麗
計
算
令
細
則

』

が
公
布
さ
れ
た
。V
.

他
方
、

ー
-;
1
'へ|ー|六

年

の

『

経
済
性
;#
令』

バ
|
^̂-
^
き
&ま
ル
き
ぎ
な
の
1
 

Ipssy
-

一
 

九
三
七
：

i

の
：

『

統
'

:1

簿
記
指
社
原
則』(

^
c
s
f
g
.
e

さ
；m

r

o3

a
- 

-isationr d
e
r
'
B
w
'
h
f
0
r
w
r
l
3

等
を
.基
礎
■と
し
て
、...1

九
三
九
年
、「

給 

:
付

生

産

の

経

済

性

を

高

：め
る
こ
：と

」

'(

.第

--
-
：章
、
A'
'
.
G
V
K
のsi

的)

を
目 

\
的
.と
^
て

：

『

原

価

計

算

総

則

』

：ー：

(

<
:，
0
:
'
£
.
が
制
定
さ
れ
た。
‘

.

襲

の

西

独
.
に
^

け
.
.る
'」

：

『

エ
：業
原
価
計
算
十
般
原
則

』

：

Q
M

g
e

m
e

i
n

e

 

R
e
g
e
l
n

 

z
u
r

 
i
n
d
v
M
r
i
e
l
l
e
n

 

K
Q
^
e
n
r
e
c
'
h
n
w
r
i
g
'
y
^
，

こ
れ
を
基
礎 

'
と
し
た
も
の
で
あ
る0
-、

.■，さ

..て
、
資
本
利
子
'に
，か
ん
^:
る
麻
定
に
っ
ぃ
て
み
る
と
、_っ
ぎ
の
.ょ
.ぅ
で
ぁ

第
一
次
大
戦
当
時
は
、
そ
の
初
期
に.は
支
抵
利
子
の
み
を
第
入
し
、
後
期
に 

は
総
資
本
に
た
い
す
る
利
子
を
算
入
し
て
い
た
。：

:

第
二
次
大
戦
当
時
は
、

つ
ぎ
の
よ
ぅ
で
あ
る
。.: 

i
『

公
的
注
文
品
価
格
計
篇
令
細
則

』

9
2.
^
^
5«>fiir

ei
e
. 

Preiser- 

m
i
ttlimg a

n
f

 G
r
t
m
d

 d
e
r

 Selbstkosten bei L
e
i
s
t
i
m
g
e
n

 fiir 

o;Afentlkhe A
u
f
t
r
aggeber. I

U
S
.

P :)

一
 
九
三
八
年
一
一
月 

〈

い
か
な
.る
^,
本
fi
子
.も
原
価
か
ら
除
外
す
る

〉

...

,
こ
こ
で
は
、「

間
接
原
価
に
']!
•
し
な
い
も
の」

と
し
て
、T

他
人
資
本
利
子 

(

銀
行
利
子
、
債
務
利
子
、
抵
当
付
債
務
利
子
、
：
手
形
割
引
料
等

)

、
自
己 

:
資
本
利
子」

，
を
あ
げ
て
ぃ
る'(

第
二
.
s

o

..

こ

れ

ら

は-,
計
算
利
潤」

に
ふ
く
ま
れ
る.(

第
五
〇)

。

ニ 

『

原
価
計
算
総
則』

(Allgemeine 

G
r
u
n
d
s
S
t
z
e

 

d
er Kosten- 

r
e
c
h
n
i
m
g
,

 A
V
G
.
K
O

 

I 
九
三
九
年 I 
月 

.

〈

特
殊
目
的
の
た
め
に
は
計
算
利
子
の
算
入
を
み
と
め
る
。
他
は
除
外
す 

る〉す
な
わ
ち
、「

原
価
樹
算
の
も
つ.特
殊

な

課

題(

精

細

な

原

価

算

定

.、

原 

価
監
盗
、
原
俩
垅
較

)

の

た

：め'に
は
、
附
加
利
潤
を
考
慮
せ
ず
、
そ
の
か 

わ
々
に
総
資
本
.に
.た
い
す
る
利
子
を
原
価
計
算
上
.の
原
価
と
し
て
計
上
し 

て
よ
い
1_(

第
.三
：章
三)

と
規
定
し
て
い
る)

。

三

『

公
的
土
木
建
築
請
負0
格
計
算
令
細
則』

.9e
i
t
s

p:tze fiir die 

Preisermittlung 

p
& 

G
3
n
d

 

d
s 

Selbstkosten 

bei 

B
a
u
-

.資
本

利

子

と

統

：
一

原

俩

針

#
制

度
. 

.
：

.

leistungen f

.s:

o:ifentliche 

A
u
f
t
r
a
g
g
e

cre
r

rS
.

w

p)

.I

九
四O

年
五
月
：

-.〈
：

い
か
..な
，
る

資

本

利

子
.も
原

価

か

ら除
外
す
る〉

:.
;

.

.

.

.

'
レ.と
こ
セ
ば
、
，
3"#

^

|費
に
属
さ
な
い
原
価

」
(

.第
一
一
一一一

)

.

.

と

し

て「

自 

:
已
資
本
利
子
お
ト
び
他
人
資
本
利
子

」

_が
か
か
げ
て
あ
る
。

た

だ

し、
. 

..

.

.

.

.

「

設
懂
.に
た
い
す
る
^
子
'は
こ
.れ
ょ
り
|^
-
く」

.

.と
し
て
あ
る
。

.以
上

か

ら

明

ら

か

，な

ご

と

V
、..

ド
ィ
ッ
で
は
、『

価
格
計
算
令』

に
お
い
て 

は
、
.'
資
本
利
子
，

〔

自
己
資
本
利
子
、.，
他
人
資
本
利
子〕

.の
原
価
算
入
を
み
と
め 

ず
、『

総
則』

に
お
い
て
は
、
経

営

に

必

要

な

〔

具
体
的
に
投
下
さ
れ
て
い
る

〕 

総
資
本
.に
た

い.■す

る^'
本
^
子
を
、
原
価
許
算
上
：の
原
価
と
：す
る.'こ
と
を
■み
と 

め
て
い
る
。
S

S

に
私
い
て
源
価
と
さ
れ
る
資
本
利
子
は
、
固
定
資
本
. 

流
動
資
本
の
そ
れ
ぞ
れ
に
た
い’す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ

れ

は

.

『

価
格
計
箅 

令』

に
お
い
て
は
.、
附
加
利̂

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

1

^

0

1
 

は
"
そ
九
ぞ
れ
.の
目
的
に
ょ
石
も
の
で
あ
る
。

『

総
則』

は
経M

i

計
算
を
重 

視
し
、f

価
格
計
算
令』

：
は
価
格
計
算
を.目
的
と
す
る
。

た

注 

c
l

) 

M
^
Y
e
T

 l., Preishildung u
n
d

 

p
r
e
i
s
p
r
e
f
u
n
g

 

in der 

i
r2.
e«c
i
l
i
rs-
-
o
f
> 

1
9
3
7
V
'

渡
辺
佐
平
訳『

戦
時
経
済
に
お
け
る
物 

価
統
制
と
利
潤
及
賃
銀

』

一
〇
ー
ー
頁
、
*
ー
〇
1
--
.頁
、
来
*
八
八
頁
以
下
。 

-;マ：：

«

:
丨
は
ま
た
.、.、
戦
時
に
和
故
る
軍
需
用
新
設
備
；へ
：の
転
換
に
さ
い 

し
て
原
価
ゼ
隹
入
さ
れ
る
、資
本
利
子
を
国
家
的
に
補
償
す
べ
き
.こ
と
を
述

ベ
て
.い
る0 

. 

:

.

六

五(

六
2£〕



規
靼
は
、4

舍
的
発
注
者
忙
対
、|
,
:給
付
：の
廣
俩
に
.基
く
価
格 

.
:訐
箅
指
襟
耍
糊』

と
し
て
、■，松
本
雅
扔
に
ょ
り
訳
出
紺
介
さ
H

，て
，
V
る 

.

(『

彥
根
高
商
論
叢』

'11

六
号)

。
：

■

:

:
:こ
：の
規
定
は
、:.
.同
時
に
公
表
.さ
れ
^
:『

公
的
注
文
品
価
格
形
成
準
測』

- 

Ri^tlinien:ffxr.:'<iie 
.....p.-
i
,
g
l
^
l
l
^
_
g
.
^
Q
l
o:
f
-<
x>ntlichen 

.c+
-
'
r§!
§
 

0
0̂:)
,-
'
と
の
関
述
に
お
-1
'
で
：理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

..
そ
の
第
五
草「

附
加
利
潤」

ょ
り
抜
粋
す
る
。

.T

附
加
利
潤
め
評
量
に
.ぁ
た
べ
っ
て
は
、

つ
.ぎ
の
事
情
を
適
用
す
ベ
：き
か 

.
，否
か
を
考
處
す
る
。.
企
業
内
に
蓮
用
さ
れ
て
い
る
経
営
必
要
資
本——

■

そ
れ
が
：自
：己
資
本
.で
あ
る
が
他
人
資
本
：で
ぁ
る
か
：は
問
わ
な
い
I

に
. 

:.
.
た
.い
す
る
適
芷
な
利
子
、
な
ら
び
に
企
業
家
的
危
険
。」

.

，「

他
人
資
本
利
子
は
原
価
要
素
と
し
て
み
と
め
な
い
。
そ

の

か

わ

り
、

:

経
営
必
摩
資
本
.に
，た

.1
>
す
る
利
子
を
、
長
期
国
債
の
そ
の
時
の
荚
際
利 

,

子
に
ぁ
：た
'る
棘
，
的
利
布
に
も
と
.づ
.い
：て
計
算
す
る
0」
:,
: 

?

)
;
『

総
則』

:
は
、.：経
営
必
宴
，〔

総〕

資
本
に
た
い
す
'る
利
子
の
計
算
方 

法
を
明
：ら
か
に
し
.て
い
る
。
わ
れ
：わ
れ
'は
>-
こ
れ
を
別
稿
.

C

本
稿
序
説
、
 

研
'究
プ」

フ
シ
-*
i
y
.で
と
々
あ
げ
る
。
.

'

.;
一
.
.

(

4)

;:
こ
れ
は
、
第
：こ
H
に
お
.い
て
、r

自
家
建
築
設
備
維
持
の
た
め
の
減
俩 

償
郑
衆
お
ょ
び
利
子」

を
原
俩
要
素
に
ふ
く
め
て
い
る
こ
と
に
服
磁
す
る
。

.*:〈

;5
:
.

) 
.,
•リ
シ
ハ
.ル
.
_ト
'は
、
.
A 

.

.

.
G
_
.
. 

K

が
資
本
利
子 

'の
原
価
性
を
.み
■と
' 
め 

IV
.
:た
>
.事
樊
の
経
當
比
較
的
意
義
を
強
調
し
て
ぃ
る
。

,

'

L
i
o
h
a
r
d
t
.
K
.
,

 

v
e
r
b
e
s
w
e
r
u
n

oqu
n
d

 

V
e
r
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i
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六
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d
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R
e
c
h
m
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c
r
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f
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 N
a
t
i
o
n
c
d

o .'
h
m
o
m
i
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n
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s
t
a
t
i
s
t
i
k
r
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-
.
l
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z
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l 

B
d
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M

4
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‘ 

_
1
1
©
:
^
'
3
;
;

产

200
7
，
久
!#
田
音
一
ニ
.
郎 

|

 
間
接 

§

計
論
.

』

--

ー

「

九

、
四
--
.年
'>

.

‘ 

• 

.

.

.

.

.

. 

.

.

.

. 

. 

.

.

.

.

-

.

.

.1;
K

B

T

メ

リ

力

V 

- 

- 

• 

. 

.

.

.

.

. 

.

.

.

.
1

各
省
合
同
会
讓s

偭
の
定
義』

b
&

n
i

t
i

o
n

 

o
H »

?-
-s
t

ア
メ
リ
カ
：
の
統
'.一
会
計
制
度
は
第
一次
犬
#

に
お
い
て
確A
さ
れ
た
。

:損
益
計
算
の
分
野
で
も
、

1

九1,

■七
年
に
、
連
邦
通
商
委
員
会
疋
士
，
0
、

R 

. 

3

>
お
，よ
び
ア

メ
：”
カ
会
計
士
1

<

5
 . 
I 

. 

A
の
共 

同
で
、
羅

1
会
計』

：が
公
布
さ
れ
た
。
；
：:'
べ
'

-

^

.

.原
価
計
算
の
分
野
で
は
、

一九

一
七
¥

H
、
ア
メ
リ
' 力
政
府
の
各
省
合
同̂
 

議
が
、.窜

需

品
発
注
に
お
ー
け
る
原
価
加
算
契
約
，
：

€
!
0羿

f

 

.

.
c
l
r
a

s-
方 

式
の
採
用
を
決
定
し
た
。
：
：
：:::
'
:
.,
:■
,

原
価
伽
算
契
約
に
は
、
：数
湩
の
方
式
が
.あ
ク

た

が

、i

的
な
最
大
間
題
贞 

は
、〈

間
接
原
価
に
.何
.を
算
入
.す
、べ
き
か〉

I
に
あ
り
、.と
く
.に

利

子

の

算

入

• 

除
外
に
あ
'？
たV

:
,

:

:.

.
#

#ム
員
i

ば
、

一
れ
一
七
年
七
月
、

『

原
価
の
定
義』

ハ0
0
£
1
1
1
£
0

戸
0
;
£

.

.

. 

- 

(

7)

：

.

.

..

c
o
s
t
)

を
公
刊
し
た
。
' そ
れ
は
資
本
利
子
に
つ/い
て
つ
ぎ
の
ょ
ぅ
に
述
べ
た
。

.「
自
己
資
本
利
子
あ
る
い
：は
固
定
負
債
利
子

〔

他
人
資
本
利
子〕

は
、
合
衆 

,

x
政
府
^
と
の
契
約
に
お
い
て
原
価
に
算
入
す
べ
き
費
用
と
し
て
は
考
蹴

' 

さ
れ
な
い
で
あ
ろ
：う
。
契

約

眷

は

、
契

約

者

C

業
者〕

が
合
衆
国〔

政
府〕

と
o'
当&

契
約
を
達
成
す
る
の
に
必
要
な
材
料
を
購
入
す
る
た
め
に
借
入
れ 

ら
れ
た
資
金
に
た
：い
し
て
支
払
わ
れ
た
利
子
は
、
，契
約
者
に

'た
い
し
て
®

 

す
る

で

あ

ろ

し

か

し

、：〔

一，般

的

は〕

V

利
子
は
、
：：契
約
者
にと
.

っ
て 

の
原
価
、
す
な
わ
ち
収
益
か
ら
そ
れ
を
差
引
い
.た
：も
の
が
利
潤
と
な
る
ょ
う

.(

8 5 
:

な
、
'そ
う
し
た
い
み
で
の
原
価
、
,'
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い.で
あ
ろ
う
0.

」

'
 

:

.

.
こ
の
規
定
は
大
き
な
波
紋
を
ま
き
お
こ
し
た
。

•

た
だ
し
、

か_か
.る
規
定
は
ア
メ
リ
ヵ
に
.お

い

て

決

し

て

最

初

.
の

も

ゆ

で

は

な

. 

い
。
す
で
に
、,

.

.

.

.
ぐ

,,

.'
:: 

•'
.
.

㈠

連
邦
^

^

(

F 

•

R

.

.

S

に
ょ
り
提
示
さ
れ
た
統
一
会
計
制
度
の
試 

_ 

'案

:

(

ブ
九
一
©
年

四

月〉

は
、
：
：

「

い

か

な

る

利

子

費

も

…

，
：
工

場

屋

費

か
 

ら
除
外
す
べ
き.で
..あ
り
、
：

J.

そ
れ
は
、「

た
と
え
少
額
で
も
棚
卸
評
価
額
に
包
：
 

•含

さ

れ

：て
，
は

な

ら

な

い

」

：
と

述

べ

て

い

る
0
. 

.

:

㈡

州

際

讓

委

員

会
T
 

• 

-
G
-
. 

0

0

は
、
自
己
資
本
利
子
の
原
価
算
入
に

賛

成

し

え

ず

，
，：す

べ

て

の

刹

子

費

(

他
人
資
本
利
字
を
ふ
ぐ
む0

:

.は
、
利
潤

.

(

収
益
で
^
し
に)

,'
の1

部
と
し
て
と
り
あ
つ
か.わ
れ
る
ベ
'き

も

の

.で
あ
る

と
述

べ

て.い
：る 
0

:

:

•:
:

■

'
,

‘

 

V' 
.
:

•

 

•

注(

A

V

:

.

.

個
別
的
，な
統
一
会
計
制
度
は
、
.

.

そ
れ
以
前
に
も
存
在
し
た
。.「

全
a
.

 

楙
械 H

 
具
建
造
業
者
協
会 j 

(Natioltal M
a
c
h
i
n
e

 

T
o
o
l

td
&
d
e
r
w

.

A
s
s
o
a
a
t
i
o
n
)

の
舞

一
.会
計
制
度
罾
員
会
は
、
資
本
利
子
に
つ
い
て
、

.

-

- 

.

:

P
ぎ
め
よ
ぅ
な
勧
告
を
.お
、こ
な
？
て
い
る
。
：
'」

>
 

•
,

.
「

锒
月
^

地
^

物
^
ぉ
ょ
び
^
皆
設
備
の
価
假
に
た
ぃ
ヤ
る
公
正
紀 

利
子
に
ひ
と
：し
い
^
—

-
た
；と
.え
：
ば
：
五

六
-'
丨
セ
シ
'ト
©
十
11

分

.
の
 

一一

•

を
、
そ
れ
：ぞ
れ
.
.の.原
俩
.の
.な
が
に
間
接
：原
_

と
し
て
計
上
す
べ
し
0
J

• 

. 

•

(

2) 

I
n
t
e
r
d
e
p
a
r
t
m
^
l
t
a
l

 

corLf

o'relLce 

oy.
'
^
n
l
f
o
r
m 

con-- 

ti：act 

ap.
d
Q
o
s
t 

A
c
c
o
u
n
t
i
n
g

o
e
&
l
i
ct
-
i
o
p

陸
軍
省
、/海
軍
^

斷
激
省
、
速
邦
通
商
委
貰.会
の
代
：表
に
ょ
っ
て
榴
成
。 

(

3
Y :

原
価
加
算
契
約)

は
、
固
定
価
格
契
約
、
：奨
励
方
式
契
約
、
' タ
ィ
ム
.
.

ァ
ン
ド.

r

テ
ァ
リ
，7
ル
：
契

約'

と
：.

な
ら
ん
で
、
政
府
と
業
者
と
の
契
約
の 

.

.

一
形
式
で
あ
々
、'

現
実
'に
発
生
：し
た
原
価
に
平
均
的
な
利
潤
を
加
算
し
て 

ぺ
価
格
を
決
定
ず
る
も
の
：で
あ
：る
0

:
.
: 

、

:

.

.

.

.

. 

V 

. 

,

:

-、こ
：.

の
方
式
が
採
用
さ
れ
た
理
由
と
し
'て
、
.セ
ィ
ド
マ
ン
ぽ
、
つ
ぎ
の
ニ 

事
実
を
あ
げ
て
.い
、る

.0
'
:
:
,
'

し

.'

1.
:大
戦
以
来
め
#
価
の
高
騰
に
4:
と
づ
く
：労
賃
、
原
粍
費
'の
急
騰
。
，す 

-■
.
'
'
な
ゎ
:̂
'

入
札
睁
の
.固
定
契
約
：価
格
が
：ヽ
製
造
終
ケ
啤
に
は
非
現
実
的

な
も
0.
と
.な
る
こ
と
0 

' 

i

新
兵
器
の
：出
現
。
.す
な
わ
ち
ゾ
第
ー
次
大
戦
身
時
つ
ぎ
づ
ぎ
と
出
現 

;■

し
.た
新
兵
.器
：の
.発
注
価
格
を
：、俞
以
て
見
積
る
こ
と
：は
困
難
と
な
っ

た

。
 

右
の
ー〖

理
由
に
ょ
ヮ
て
、
実
際
に
発
生
：し
た
原
'価
：を
基
.礎
と
：し
て
価
格
を 

.

決
め
冬
こ
：と
が
必
耍
と
.さ
れ
'た
の〈

で
あ
る
。
：.'
'
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V
パ

フ
_ァ
丨
'ヵ
ー
に
よ
れ
ば
、：
原
価
加
算
契
約
は
、
そ
れ
，ま
で
、
.海
軍
省
が 

軍
艦
を
発
法
す
る
さ
い
に
用
い
て
ふ
&
方
法
.で
.あ
0
た
.
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資
本
利
子
と
統
.一
原
価
計
算
制
度

し
か
し
、〈

識

〉

的
な
制
度
と
し
て
は
、
は
じ.め
て
の
規
定
で
あ
っ
た
。
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算
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以
下
の
記
述
は
、
.ニ
コ
ル
ソ
ン
、

P.
I
ル
バ
ッ
ク
、
お
ょ
び
ガ
ウ
ス 

に
も
1
づ
く
0 

ニ
コ
：ル
ソ
シ
ば
、
合
同
会
議
■の
議
長(

初
：代)

.で
あ
っ
た
。

.前
掲
a

(

法
6)

の
第
七
部Cost-plus C

o
n
t
r
a
c
t
,

に
お
い
て
四
箇 

の
章
'々
.そ
の
説
明
に
あ
て
..て
お
.り
、

0
'
^
，
.
.
T
h
e J

o
u
r
n
a
l
.

.of. Ac
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1917,'pp..

CO
7
5丨
炁
に
論
支
を
発
衰
し
て
ぃ
る
。

.

(

8
0
'
4
.
コ
へ
：
ル
ゾ
.
.

ソ
、
：：.：ロ—

$

_
じ
务
し
、.

ガ
.ゥ
ス
.：は
、
ァ
メ
リ
力
会
.計
.士
協
会
.に
提
出
し
た
報
告
迸
に
お 

。}

い
て
、:『

原
価
の
定
義』

..
'
.
-

3. P..T).

：'.
'
:■か
ら
：とし

：：

て
、
つ
：ぎ
の
：ご
と
く
引 

:
:用
し
て
.お
り
.、;

若
：千
め
く
い
ち
が
1>
^
あ
る
。「

利
子
、

埤
代
、
な
.ら
び
ぃ 

に
飯
売
費
は
.
.間
接
：原
価
の
原
.：肺
要
素
と
し
て
：は
み
と
.め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ 

:

ぅ
。
.し
.か
し
、
契
約
に
■取
げ
る
約
定
.に
ょ
マ
.て
は
、
特
別
補
.償
.の
対
象
と 

す
る
.こ
と
を
妨
げ
な
い
.
。
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九 I
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ニ
'五
卷
、

..

四
九
頁
.以
下
、
,'
社
説
、
お
ょ
び

、

セ

ィ

ド

マx

前
掲
論
文
等
を
参
照
。
 

企
業
家
.の
.侧
か
ら
み
：れ
ば
、
>■
<:
に

っ

ぎ

の

：
ー
ー
ー
点
が
.

阱
題
で
あ
る
0 

'
.
.
.
1.
..塞
私
利
子
.
'の.部
分
が
'か
.な
ら
.•すし
.も
回
収
さ
れ
.な
.い
，こ
と
の
精
神
的 

■ 
一，.,
不
安
が
あ
る
0.
.
>:•
パ

I
I

軍
需
調
達
法
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.
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第

十

五

部

『

契

約

原

価

：原

則

』
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i
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o
s
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r
i
n
a
P
I
e
s

ア
メ
：リ

カ

の軍
需
品
調

達
方
式
は
し
だ
い
に
確
立
し
、
今
日
で
は
、|

九
四 

七

年

の『

1

而
調
達
法

』
诊

i

-

a

serviced P
r
o
m
r
e
m
e
n
t

 

b

aを
遂

2

.

高
金
利
の
資
金
を
利
用
す
る
中
小
企
業
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
。

3.
平
均
的
利
御
率
を
乗
じ
て
：附
加
.利
潤
を
#
出
す
る
と
き
、
被
乘
数
が 

'小
に
な
を
？

.

.

,

薇

と

ず

る

、

i

九

s
i

八

年

五

月

ー

，九

日

施

行

の

『

軍

需

誕

達

規

揶

』

.¥

1
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一
 

九
五
〇
年
改
正 y

 

に
よ
.
っ'

?) 

——

 

, 

て
い
る
。

.

■ 

C
2

)

原
価
に
か
ん
す
る
規
定
は.
.

『

契
約
原
価
原
則』

，
に
あ
り
、

一
九
五
三
年
三
月
：
 

に
改
'正
さ
れ
た
。

資
本
利
子
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
価
算
入
は
み
と
め
ら
办
な
か

ク
た
。
こ
の 

こ

と
は

と
く
に
、
朝
鮮
事
変
に
お
け
る
特
需
と
関
連
し
て
、
日
米
間
に
問
題
が

. 

生
じ
た
。ア
メ
リ
ヵ
の
原

価•

価
格
決
定
方
式
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、 

戦
後
、
わ
が
国
で
原
価
算
入
を
み
と
め
ら
れ
て
い
た
利
子
が
、
特
需
に
お
：い
て
原 

価
性
を
否
定
さ
れ
た
こ
と
が
出
血
受
注
の
重
大
な
要
因
と
な
づ
た
の
で
あ
各
。 

わ
が
国
業
者
の
要
望
意
見
の
主
要
な
も
の
は
つ
ぎ
の
よ
ぅ
で
あ
っ
た
。
.

⑴

特
需
自
動
車H

塞

の

要

望

書

，

(

一
九
五
ニ
.
'三
、

一
四)

「

：
：
.
•調
達
部
と
i

と
の
間
に
締
結
さ
.れ
る
標
準
契
約
書
に
は
少
な
く 

と
も
左
記
条
項
が
明
記
さ
れ
る.こ
と
を
：
：.
.
.
要
望
い
た
し
ま
す。」

:.
:
•
• 

「

本
契
約
は
日
本
の
法
規
、
慣
習
に
：よ
ら
ね
ば
な
ら
な
.い
こ
.と
ふ
注
，
従 

來

適

用

を

受

け

て
ぃ
た
米
国
公
契
約
砝
、

米
軍
調
逮
規
則
、
ネ
ゴ
シ
エ
ー 

シ
ョ
ン
法
、

其
の
⑽
米
国
雜
法
規
の
制
約
を
受
け
な
い
‘

こ
と)

。」

⑵
.
経
|3
1
連
：.
日
米
経
済
提
携
懇
談
会

F

米
軍
調
達
上
の
■
あ
件
に
関
す
る 

i
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,
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資
本
利
子
に
か
ん
七
て
は
つ
ぎ
の
⑶
と
内
容
的
に
同
じ
で
あ
る
か
ら
省 

.略
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°

-
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企
罾
矹
^

^「

_

_

1サ
エ
塲
に
対
し
胄
ヰ
砠
砠
双
定
の
際
の
原®
^
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資
本
利
子
と
統
一
原
価
計
算
制
度.

'

.

算
上
の
要
望
事
項」

2

九
五
：三
.

.

&
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五)

.

.

B

支
払
利
息
を
原
価
構
成
要
素
と
し
て'み
と
'め
る
こ
•と
。
そ
れ
が
不 

可
能
な
と
き
は
、
附.加
利
潤
率
に
支.払
利
息
分
を
考
慮
す
る
こ
と
。

_ S
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て
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と
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.

以
上
の
要
望
事
項
は
、
日
米
：合
同
委
員
癸
で
.屢
'々

最
-4
重
大
な
問
題
と
し
て

折

衝
.
討
_
さ
れ
、
支
払
利
息
の
原
価
算
入
が
み
と
め
ら
れ
る
に
い
た
つ
た
。

.
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1 >

'
価
格
決
定
に
か
ん
す
る
諸
方
式
を
、
；
ト
ル
：丨
が
ー
を
基
礎
と
し
、
若 

干
修
正
：し
て
.示
す
わ
つ
：.ぎ
の
よ
う
で
あ
る
？

,

-.Fixed Price C

 
目 tract (A. S

.

气

,

画

..
神

寧

茶

姆 

w
i
t
h
?

 

Fixed price 

Contract 

Yisi 。
！！ for 

Price-Redetermi- 

' 

I 

l
i
o
n

 

(
A
，
s. P. R, III. 403) 

-cost-co&ract 

(
A
，
s, P- R. IIL 

:

“
v 
へ
.
>
-\
乂

遛

證- 405.)

フ

^

^

:

.

2. 

i 

G
0

S
C+
丨
 

dl
d
w
-
a
a
x
e
d
-
f
^
e

 

Contract 

'
 

c
o
s
s
y
p
e

 

Contract 

: 

(A; 

s
,

 p
，
K
.
J
I
r
i
)

•

f

 

^

3
.

凝
，
®

！
^

k
 
徽

C
A
.

 

S
. 

p
;
s
.

 

I
l
l
.
fe
e
 

I
n
c
e
.t
i
'c+
i
v(l
>
-
t
y
p
e

 C
o
n
t
r
a
c
t

、
'
、

 

.

* 

Trueger,. 

'.P.M 

.M,J ...Accounting 

G
u
i
d
e 

y
d 

.
b
«J
/ence 

O
O
S
I

.，又
、
、
. 

.
一
..：

「

.

,

六
：九

(

六
九)

：

.

画

袖

窗

茶

'
溉

'啓 

Fixed price 

Contract |

“ 

y 

A

.

H

m

^

• 

. 

. . ：

c
o
s
s
y
d
e

o
o
&t-
i
a
cct



-b
p

:c 

七
〇
：)

;-
.'
.
 

後
者
は
、
：.実
際
廒
価
を
基
礎
と
し
て
偭
砠
を
改
訂
へ
通
常 

一
S1
I

以
内)

.す 

も
.の

パ
■で
あ
，り
、
で前
者
；は

政

府

の

後

者

は

両
ず
の
立
#
、
に
た 

:

つ)

ふ
の
で
あ
-る
。

-

-

■'
■

'■
'
日
来
合
同
委
員
会
が】

九
.
五
一
一
年

ブ
：1

月

:—
-
S-
日
^
発
表
し
た
車
需
契
' 

.
,
莉

の

，
一

般

条

項

G
e
n
e
r
a
l

 

P
r
o
v
i
s
i
o
n
:

に
.
は

、

：

第

：
二 

.

五
条
に
再
商
議
. 

:

が
規
定
さ
れ
、
価
格
冉：

決
定
の
：条
項
.は
な
いC

実
際
に
は
後
者
が
多
.い〕

。

:

い
ま
、
？
連
邦
規
則
集
成』

.

3
2

o

aの

E

r
 R

e
s
，
§

596.

か
ら 

原
価
の
.再
決
定
に
か
：ん
，す
る
'

箇
.所
'を
引
用
す
る
と
、

■■つ
ぎ
办
ご
と
く
で
あ
.

t
r
a
c
t
s
,

 

1
9
5
3
,
.

 T
h

e

 

C
o
d
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o
f

 

F
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e
r
a
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R
e
g
u
l
p
u
c
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C
h
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i
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A
N
a
t
i
o
n
a
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 D
e
f
e
n
c
e

.- 

^
2
0

C

3
 >
:;
.
'朝

鮮

事

変

が

：
一
次
五

0
年
六
月
戦
端
を
ひ
ら
く
や
、
同
年八
月
三
〇 

日
付
：の
国
防
省
.か
ら
、：
軍
' *

ぬ
の
価
格
，
ま
俩
決
定
に
か
.ん
ナ
る

皿
at
' : 

(
一

〇
八
七)

'
：が
公
布
さ
れ
た'0
.V」

.と
；で
、は.「

厳
IE」

価

格
k
o
l
o
s
e
^

:

u

o
e
:
を
確
保
す
る
必
要
が
力
説
さ
れ
、
そ
し
そ

T
『

厳
正』

：価
格
と
は
、

.

政
府
お
.よ
び
契
約
者
双
：方
に
：と
>
允
公
茈
で
^
る
と
こ
ろ
の
価
格
，で
ぁ
つ 

て
、
適
正
な
附
加
利
潤M

a
r
g
i
n
:
o
f

 p
r
o
f
i
t
s

を
設
け
る
こ
と
：、
な
ら 

，
び
.に
偶
.発
的
原
価
'に
た
い
す
.る
引
当
を
最
大
■可
能
：限
度
ま
で
除
去
ず
る
，こ 

，と
、
に
よ
.つ
て
能
率
よ
く

遂
行
で
き
る
ィ
ン
セ
ン
テ
ィ
プ
を
あ
た
え
る
ご
. 

'
と
き
、
.
格̂
で
.あ
る
.

」

と
述
べ
ら
れ
て
.い
る
-°
.

.

.

.

か
..か

る『

厳
.正』

：価
格
が
、，.
'
.
ァ
.メ
"リ
ヵ
式
.方
式
.を
そ
：.の
.ま
，ま
持
^
む
こ
'
. 

と
に
よ
つ
て
、

と
く
に
利
子
負
祖
の
大
き
：い
あ
が
国
企
|
|
を
出
血
受
法
に 

'

迫
込
む
こ
と
に
：な
々
た
？ 

.;,

.

:

.
(

.

4

)

契
約
伽
格
が
.

五
..

五
、；
〇
0

0
ド
ル
を
超
：ぇ
る
と
き
は
、
入
札
時
に
原
ン 

:

価
見
费
書Co

s
t

 B
r
e
a
k

 

D
o
w
n

を
提
出
、
.会
計
検
査
部Ax

m
y
.
A
u

丨 

d
i
t
'
.
A
g
e
n
c
y

 
.

で
检
討
さ
れ
る
。

特
需
で
は
、
原
価
加-#
契
約
よ
り
も 

『

#
■商
議
法』

>
R
e
n
e
g
o
t
i
a
t
i
o
_
X
L

>

e

tな
ら
'び
.に
.：「

価

将

決

；定
条 

項 I 

P
r
o
v
i
s
i
o
n

 f
o
r

 

P
r
i
c
e
-
K
e
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n

 

の
適
用
に
■よ
つ 

い
て
、
価
格
変
動
が
調
整
さ
れ.

^
前
者
は
、
第
一--
-次
大
戦
：中
、
不
当
暴
利 

■ 

'
を
取
り
締
る
た
め
に
、实
際
の
原
価
を
調
查
し
て
.価
裕
を
改
訂
す
る
も
の
>

,

■

■

「

契
約
者
は
■つ
ぎ〉

の
資
料
を
提
出
す
べ
し
。
：

:

.'

.
@単
位
原
価
.：
丨
の
新
た
な
見
積
。：
©
略

(1
)
新
1た
：な
見
稹
の
正
確
性
と 

.
信
憑
性
を
決
定
す
る
の
に
役
立
?
:
:
.既価
80
録
、
間
接
原
価
配
賦
記 

録
。，④
銜
来
の
：生
産
原
価
の
報
告
書
。
©
そ
の
他」

.
-.
'
.
-

(

5)

. /

一
九
五
'

11

年
七
月
四
日
付「

日
本
経
済
新
聞」

参
照
。
：

.

(

6〕

ぺ
一
九
五
一
一
.^
七
月一:

0
日
付「

読
売
新
聞」

，
は
，「

利
子
、

臨
時
手 

'

当
認
ー
む
、
.
原

俩

權

政

に

調

達

方

式

一

；
致

j
:

と
一
い
.
ぅ
見
出
し
の
も
と
ノ
に
S
 

_

留
ァ
メ
>

ヵ
軍
に
ょ
.る
_物
資
調
達
.0
契
約
形
.式
を
'ど
ぅ
す
る
か
に
っ
ぃ
て 

.は
か
ね
て
日
米
合
同
委
員
会
で
撿
討
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
ほ
ど
大
体
意 

.
見
-0
--
-
致
を
..み£
ヴ
こ
：の
ぅ
ち
契
約
'の
原
価
構
明
に
新
し
く
利
子
、：

臨
時 

.

手
当
、
厚
生
：費
な
；ど
が
；認
め
ら
れ
た
。'
‘

…

：
と
れ
は
‘問
題
.の
出
血
受
注
を 

バ
大
幅
に
減
少
さ
せ
.る

.%
'
め
：と
.し
て
独
目
さ
れ
.る」

と
述
べ
て
ぃ
る
0

三

I

九
五1

年： 『

原

価

計

算

基

準

』
〔

報

告〕
R
e
p
o
r
t

 of the c
o
m
,

 

mittee o
n

 C
o
s
t

 C
o
n
c
e
p
t
s

 a
n
d

 s
t
a
n
d
a
r
d
s
'

I

九
五
五
年『

原
価
計
算
基
準』

.〔

試
案〕

T
entative S

t
a
t
e
m
e
n
t

 

of C
o
s
t

 C
G
n
c
s
t
s

 U
n
d
erlyi

為 E
e
w
p
r
t
s

 for M
a
n
a
g
e
m
e
n
t

 

.pu
r
p
o
s
e
s
，

： 

.

.

. 

.

(

1〕

,•

と
れ
ら
.の
内
容
お
ょ
び
本
質
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
，
こ 

こ
で
は
資
本
利
子
に
か
ん
す
る
規
定
だ
け
を
概
括
し
て
お
く
。

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
資
本
利
子
の
原
価
性
そ
の
.も

の

を

、王

題

と

し

て

直

接 

に
，は
規
定
し
て
い
な
い。

,
:
:

.

'
■■ 

『

報
告』

で
は
、「

I
原
価
概
念」

に
お
い
て
各
種
の
原
価
概
念
を
羅
列
し
て 

お
り
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は

(

た
と
.え
ば
、
機
会
原
価
、
附
加
廐
価
等

) 

資
本
利
子
め
原
価
性
を
みと
め

て

い

る

.。

た

と
え
ば
附
加
原
価
にか
ん
し
て
づ 

ぎ
の
ょ
う
に
い
う.。
.

「

附
加
原
価
：

I
m
p
u
t
e
d

 C
o
s
t

と
は
、
い
'か
な
る
時
点
に
おい

て
も
現
金 

.支
出
を
と
も
な
わ
ず
、
し
た
が
ら

V

財
務
記
録
に
あ
ら
わ
れ‘な
い
が
、
原
価 

.

..計
算
の
主
体
.で
あ
る
人〔

ま
た
.は
人
々〕

に
.と
っ
て
断
念
を
い
み
し
て
い 

,
る
原
価
で
あ
る
。.多
ぐ
の
ば
あ
い
、
こ.の

種

の

断

念

は

變

廣

価op
p
o
r
-

 

.t
i
m
i
t
y

 

C
o
s
t

 

,と
し
て
測
定
さ
れ
る
。.た
^
え
ば
個
人
企
業〔

ま
た
は
合 

.
名
会
社〕

.
に
杌
け
る
企
業
家
賃
金
、
自
已
所
有
財
産
の
賃
借
料
、
歡
で
賢

# 

'の
計
霧
子
等
が
こ
れ
で
あ
る̂

..

.
'
: 

, 

こ

れ

ら

の

原

価

概

念

は

『

報

告』

，で

は「

V
特
殊
原
価
調
査」

に
：お
い
て
利 

用
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る。
:'
,

•:
■

,
資
本
利
子
と
統一

原
価
計
算
制
度

つ
ぎ
に
.、：『

試
案』

で
は
、
資
本
利
子
の
原
価
性
を
明
瞭
に
示
し
て
は
い
な 

(

い
に
：も
か
.か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
む
し
ろ
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
基
本
的
な
思
考
と
な 

っ
い
て
い
る
？

そ

れ

は

、

試

案

』

が
：、
i

的
諸
行
^

の
選
択
と
い
ぅ
、
い
わ

ば
機
会
原
価
理
論
- >
*

共
通
ー
の
基
礎
に
立
？
て
.い
る
か
ら
で
あ
る
。

/

.

.

. .

. 

:丨

：
.
.
：

'

.:

注(

1〕

袖
箸
.

『

近
代
経
営
と
.原
価
理
論』

1

九
五
七
年
、
三
O

P
K'
以
下
？

.

(

2〕
『

試
案1

は
、
実
際
原
価
報
告
書
の
作
成
に
か
ん
し
て
、「

一
般
に 

利
子
は
、
貨
帶
を
獲
得
す
る
た
め
の〔

財
務
的
な〕

原
俩
と
し
て
、
逋
常 

.

の
取
得
原
鲰
と
別
個
に
：あ
.っ
\
か

わ

れ

ヤ

い

る

が
、
少
0
の
利
子
原
価
は
通 

常
ゆ
取
得
辕
価
に
一
算
入
^
れ
て
も
ょ
い」

■と
.述
べ
て
い
る
。

_ (

3)

：
 

I

試
案』

「

'ぼ
、
'財
務
諸
表
の
®
礎
を
な
す
原
価
概
念
は
、『

会
計
原 

。
則』

'に

や

だ

ね

，
て

い

を

。

;-
:
,

諸

『

会
計
原
則』

.に
お
い
て
、
資
本
利
子
を
最
も
重
視
し
た
の
は
、
•へ
 

.丨

ト

ゾ
'
リ

ト

ル

ト

ン

の

=3
株
式
会
社
会
計
基
準
序
説』

で
あ
る
。
そ
の 

内
容
に
っ
：.い
.て
は
、
前
掲
拙
著
を
參
照
さ
れ
た
：い
。
,'

.

,

•

=
.

わ
が
国
廐
価
if
算
制
裝
と
資
本
利
子
'

一
昭

和

十
'ニ
年
、
' 商
工
省
臨
時
産
業
合
理
局
財
務
管
理
委
員
会

『

製
造
原 

:
価
計
算
.準
則』

.

‘

.ノ〈

特
殊
目
的
め
た.め
に
は
資
本
利
子
の
算
入.を
み
と
め
る
。

一
般
的
に
は
み 

と
め
な
い
。〉

.

.
- 

わ
が
'国
で
拟
、
数
年
来
の
不
況
と
、
ァ
メ
：リ
カ
に
お
け
る
統
一
原
価
計
算
制 

:

. 

.

,■

七
：
ー:(

'
:乇
一
.)

'.



度
の
提
唱
と
、
こ
の
二
重
の
要
因
に
：促
迫
，さ
れ
て
、
昭
和
五
年
、
産
業
合
理
局
：

.
•に
財
務
管
理
委
員
会
が
設
け
ち
：：れ
、
云
の
委
員
会
：は
昭
和
十

1
1

年

ナ

ー

月

に

：

『

製
造
原
価
計
算
準
則

』
(

以
下
財
.管

『

寧
則』

と
.略
称)

を
公
表
し
たX

昭
和

七
'年
に
草
案
.̂
旅
表)

，0
,

.
.,V

 

;

.

-

 

,

■'

こ
れ
は
、
原
価
計
算
の
経
営
合
理
化
目
的
を
重
視
し
、
i

に
そ
れ
を
■た
ん

'

に
i

済
的
観
点
だ
け
で
な
く
国
民
経
済
的
観
点
に
ま
で
拡
大
し
た
^
で
、
画

期
的
な
意
義
t

つ
。

:

.

財
管
.『

準
則1

が
、
資
本
利
子
の
算
入
を
み
ど
め
る
の
は
、
.つ
ぎ
の
ば
あ
い 

(

2)

で
あ
る
。

-

.:

⑴

原
料
又
は
製
品
の
長
期
貯
蔵
の
必
要
■

パ
⑵

設
備
又
は
方
法
を
異
に
す
る
同
植
作
業
間
の
原
価
比
較 

⑶

原
料
'
部
分
品
、
動
力
等
の
外
部
購
入
と
自B
供
給
と
の
原
価
比
較 

.
⑷

売
価
の
決
定
'

(5
)

:
価
格
協
定
、.
統
一
原
価
計
算
制
度
設
定
等
の
客
観
原
価
の
計
算
'

.

こ
れ
に
た
い
し
て
、.中

西

寅

雄

は

つ

ぎ

の

ご

と

く

批

判

し

て

い

る

.。

す

な

わ 

ち

「

企
業
家
賃
銀
及
び
資
本
利
子
を
以
て
一
般
的
に
は
原
価
要
素
と
見
ず
、-
企 

業
家
利
益
に
包
括
せ
し
め
た
こ
と

…
…

は
理
論
的
に
全
く
誤
謬

」

で
あ
る
、
と

)

。

『

準
則』

の
基
本
.^
な

特

徴

の

，一
は
、

中

川

秋

穂

が

指

摘

す

る

ご

と

く

、
客 

観
原
価
、
主
観
原
価
の
思
考
に
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
的
産
業
合
理
化
運
動
の
な
か 

に
お
け
る
ド
イ
ツ
的
影
響
を
萠
芽
的
に
見
る
と
と
が
で
き
る
。

注
C
1

)

商
工
省
财
務
管
理
委
員
会『

製
造
原
価
計
算
準
則』

九

三

七

年

、

. 

七
ニ 

(

七
ニ 

y

:
'序
言
：
？

.

. 

: 

:
 : 

.
 

: 

:

■■
:.

(

2〕

：
商
土
篇
務
管
理
委
員
会『

製
造
原
価
訐
箅
準
則』

」

五
頁
、
七
ー
ニ 

■
'
.頁
。

.

.

.■
■
ノ

■-
..

(

8')

.
中

西

寅

雄

『

経

啻

費

用

論

』

ー
；
九
主
：
六
年
、

U
1

九
頁
。

な
お
、
：右
の
批
判.ば
、

v

山

边

六

郎

の

企
！！

院

•

『

要

網

.

』
(

後

.出

：

)

:'
に
た

し

す
る
批
判
に
お
い
て
锥
承
さ
れ
て
い
る
。

■

山
辺
六
郎
.『

標
.準
原
価
計
算』

：1
九
四
九
年
、
三
-;
頁
。
:

.

,(

4 )

中
川
秋
穂
.「

原
価
要
素
に
関
す
る
一
考
察

」
『

会
計』

四
五
巻
五
八 

.

頁
0
.パ

.一

ニ
.
.
：
.
.
' 

. 

.

1
1

昭
和
十
四
文
、
陸

軍『

軍
需
品
工
場
事
業
場
檢
查
令』

に
も

と

づ

く

f

製
造H

業
厫
価
ft
算
要
綱』

〈

利
子
は
非
原
価
項
目
で
あ
る。
>
.

こ
れ
ぼ
、
わ
が
国
最
初
の
原
価
計
算
法
規
と
も
い
ぅ
べ
き
も
の
で
あ
り
、.
昭 

和
十
五
年
七
月
か
ら
実
施
せ
ら
れ
た
。
さ
き
に
、
昭
和
十
三
年

f

月

に『

陸
軍 

軍
需
監
督
官
令』

"に
ょ
っ
て
、
S
需
品
製
造
工
場
に.た
い
し
、
わ
が
国
最
初
の 

軍
の
監
督
制
度
が
：布
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
効
果
は
き
わ
め
て
小
さ
か

>

 
た
た 

め
、
昭
和
十
四
年
十
月
、
前

記

『

検
査
令』

が
公
布
さ
れ
、
そ
の
施
行
規
則
第 

ー
条
に
も
と
づ
い
て
ノ
前
記

『

製
造
エ
業
原
価
計
算
要
綱

』
C

以
下
陸
軍『

要 

綱』
■と
略
称)

が
八
♦

さ
れ
た
の
で
あ
る。
.

陸

軍『
要
綱』

.
は
、

一：九
三
八
年(

昭
和
十
三年

：}

十
一:

月
に
公
布
さ
れ
た 

ド
イ
ッ
の
原
価
計
算
規
則
、
な̂
び
に
わ
が
国
の
財
務『

準
則』

、

を
一
一
本
の

往
と
し
て
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

陸

軍『

要
綱』

(

第
一一

十
七
条)

に
お
け
る
資
本
利
子
の‘と
.り
あ
っ
か
い〔

利 

子
の
原
価
性
の
否
定

〕

は
、
昭
和
十
五
年
の
.

『

軍
需
工
業
適
正
利
潤
率
算
定
要 

領』

と
同
時
に
検
討
ざ
れ
ね
ば
な
ら
な
い。

.

右
の
"『

算
定
要
領』

：
に
お
.い
て
は
、

⑴

支
.私
利
子
は
附
加
利
潤
と
し
て
計
上
さ
れ
る
。

.

.

⑵

■
自
己
資
本
利
子
に.つ
い
て
は
規
定
な
し。

:

と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
支
払
利
子
は
、
原
価
と
し
て
で
は
な
く
、
利
潤 

と
し
て
、
価
格
中
に
加
え
ら
れ
た
の'で
あ
る
。

さ
て
、

『

要
綱』

が
利
子
を
原
価
か
ら
除
外
し
た
の
は
な
に
ゆ
え
で
あ 

る
か
。
こ
の
点
、
沼
田
嘉
穂
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
説
明
す
る
。

.

.

(1
)

借
入
資
本
の
利
子
だ
け
を
原
価
之
し
て
認
め
自
已
資
本
の
利
子
を
認
め 

'■
.-
.な
い
の
は
理
論
上
不
合
理
で
あ
る
ご
と
。

 

: 

⑵

借
入
資
本
の
利
子
だ
け
を
嗔
入
す
れ
ば
、
,原
価
が
経
営
相
互
間
で
区

 々

と
な
り
、
比
較
で
き
な
く
な
る
こ
と
。

⑶
.
支
出
が
あ
る
か
ら
と
い
ぅ
理
由
で
借
入
'資
本
の
利
子
だ
け
を
原
価
と
し 

て
み
と
.め
る
こ
と
は
で
き
'な
い
こ
と
.
。

.

⑷

総
活
動
資
産
に
た
い
す
る
投
下
資
本
利
子
を
：測
定
し
た
.方
が
、
計
算
が.

か
ん
.た
ん
で
あ
る
こ'と
。

こ
の
よ
ぅ
.な

『

要
綱』

の
規
定
に
た
い
し
て
、
山
下
勝
治
は
、

っ
ぎ
の

C

3)

ご
と
く
批
判
し
て
い
る
。

:

ノ
 

4
問
題
は
、
利
子
と
：同
様
の
性
質
を
も
つ
：と
考
へ
ら
■る
る
地
代
家
賃
.は
之
令 

資

本

利

子

と

統

一

原

俩

計

算

制

度.

.

経
費
と
.じ
て
み
と
め
て
ゐ
る
：
：
：
意
図
如
何
に
あ
る
。

…
…

C

コ
ス
ト
の
比 

較
研
究
を
通
し.て
.の
、.経
営
能
率
刷
新
に
大
き
い
期
待
が
か
け
ら
.れ
る
の
に 

も
か
か
わ
ら
ず〕

此
処
に
理
論
的
、
実
際
的
な
取
扱
上
の
不
合
理
が
存
し
て 

:

■ゐ
る
と
考f

ら
る
る
。」

:

-

■:
 

'

陸
軍
：

T

要
：綱
1
の

規

定

ほ

、
'昭
和
十
五
年
.ー
月
の
海
軍
：

『
軍
需
品
エ
場
事
業 

場
原
価
計
算
準
則』

s

ra
:p
r一：条)

.

.に
承
継
さ
れ
た。

- 

■ 

'

:
. 

.

.

.

'
.

:

■

注
-

(

l
y
.
.
そ
の
理
由
は
、

計

算

-1
1
の
使
51
:
性
.に
ぁ
り
と
さ
れ
て
，い
る
。「

随
軍 

:

軍

需

工

業

利

潤

統

制

に

就

，
て

」
『

会

計

.

』

四
七
巻
一
哥
、
五
ニ
頁
。

(

2)

沼
田
嘉
穂「

陸
軍
，々
；需
cqr
l
工
場
事
業
場
原
価
計
箅
耍
綱
解
説」

、

沼 

.
田
嘉
穂
、
井
上
逮
雄
、
.番
場
嘉
一
郎『

利
潤
統
制
と
原
価
計
算』

一
九
四

..
〇
年
、：

I:

四
六
頁
0

ノ 
.

.

:
■

'

.
■

:

(

3)

•'
.
:山
下
勝
治J

原
価
価
格
計
算』

一
..
'
九
四
' 

ニ
年
、
三
四
七
頁
。

.

.

.

.

. 

-
■ 

.
 

'

三
昭
和
十
七
年
、
企
画
院『

製
造
工
業
原
価
計
算
要
縐』

'.

<
利
子
は
非
原
価
項
目
で
あ
る0
>
.
.
: 

.

.

'

:
 

_

■

• 

太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
た
わ
が
国
で
は
、
価
格
政
策

〔

戦
時
.公
定
価
格
お
.ょ
，
 

、び
軍
需
品
調
達
価
格
の
算
定

〕

な
ら
び
に
生
産
力
！
^

が
緊
急
の
要
事
と
な 

'
り
、
昭
和
十
七
年
四
月

1

日
、'

を
も
？
て
企
画
院.

『

原
価
計
算
規
則』

が 

制
定
さ
れ
：.
そ
の
.別
册
と
し
で『

製
造
工
業
原
価
計
算
要
綱

』
(

以
下
、
：
企
画 

'院
'

『

要
綱』

ダ
略
双)

が
^

^
さ
れ
る
を
た
ゥ
た
。

:

企

画

院『

要
綱』

、が
利
子
を
全
く
原
価
か
ら
除
外
し
た
理
由
に
か
ん
す
る
諸 

. 

.

r 
■
 

.:

七
一
一
一
.

(

セ
'三
し
.
.



家
の
嵬
解
は
つ
ぎ
の
ごと
く
で
あ
る
。
'
.

:■

: 土
岐
蓬
に
よ
れ
ば

、

.
-
.
.
V 

,

.

ン
⑴
：
亥
払
利
子
だ
：け
を
原
価
：に
算
入
す
る
こ
と
は
合
目
的
的
で
な
い

.0
:

-
.

⑵

.

.，し
か
し
、
自
己
資
本
利
子
も
と
も
に
算
入
す
る
と
計
算
が
複
雑
に
な

.
:ぐ
る。
:.
：

.

,

:

.-
■

:

.

⑶
；■
.そ
の
..う
え
、
；自
己
資
本
利
子.の
.第
入
に
.ょ

づ

て

原

価

が

.恣

意

的

に

き

め

靑
-

^
吉
に
ょ
れ
ば
、(

：

/
■
.

’

■:

⑴

自
己
資
本
利
子
を
算
入
す
れ
ば
、
へ
原
価
計
算
の
簡
易
化
を
阻
害
す
る
。

一
(2
)

自
已
資
本
刺
子
を
除
外
す
れ
ば
、
原
価
の
比
較
可
能
性
を
阻
害
す
る
。 

(3
)

愛
抵
利
子
だ
け
を
算
入
ず
れ
ば
ク
財
務
処
理
の
巧
拙
で
、
：
高
低
率
が
坐

ず

：0

0

.■
'
■
.

V
山

下

醤

に

ょ

れ

ば
、
.

'
⑴

利
觀
柳
制
に
お
け
る
計
算
上
の
便
宜
。
.

：

⑵

/
馨

比

較
-の

立

場

ゾ

.
:

.

.

:

.

 

こ
れ
に
た
い
し
、
木
村
韵
三
郞
は
、

：

,'
.

.

T

今

日

の

腠

価

計

算

制

度

〔『

要

綱』

を
さ
す
〃
，
の
実
施

の

最

終

め

•
目

的

は 

物
価
の
抑
制
に
あ
る

…
…

こ
：の
.『

要
綱i

に
於
て
は〔

原
価
要
素
と
非
原
価 

.

要
素
と
を〕

截
然
と
i

せ
ん
と
す
る
意
図
が
う
か
が
は
れ
、
而
も
成
る
ベ 

ぐ
低
原
餘
を
算
定
せ
し
め
ょ
う.と
す
る

方
針
が
一
.
貫

し

て

流

れ

て

ゐ
る

も
の 

の
如
く
に
...
み
え
る
。
.
.
.
—〔

そ
れ
は〕

.
fi
子
に
属
す
る
項
目
を
除
外
せ
ん
と 

す
る
こ
と

忆
あ
ら
は
れ
て
い
る
。

J
「

と

忆

か

く

、
極

力

、
.
.
利

子

部

分

の

原

価

V
.
/ 
 ̂

' 
七
四
-
.

(

一
七
四
.)

-

に
.混
.入

す

る

こ̂
私

排

擊

し

て

ゐ

：る
：の

攸

偉
観
で
あ
っ

.
：
て

，
：
，
：
こ

れ

〔

利

子 

:
#'
入〕

：
を
み
と
め
れ
ば
、
原
価
が
い
か
：に
庞
大
且
、王
観
的
な
も
の
に
な
る
か

,を
窺
は
し
.め
.て
あ
■ま
す
と
.こ
^
が
な
い
.。
J
V
:.
:
'
:
.
.
:
へ.ベ
.

:

_

と
、
低

物

価

敗

策
.£
よ
く
と
し
て
の
企
画
院

f

要
綱1

0
意
義
を
強
調
し
て

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、：
さ
ら
に.た
ち
い
：？
で
検
討
し
て
お
と
ぅ
。
企
画
院 

.『

要
綱』

が
、
⑴
戦
時
利
潤
統
制

=

低
物
価
政
策
、.
众
ら
び
に
⑵
国
民
経
済
的 

生
産
力
増
強
の
た
め
の
、
八
経
営
比
較
に
4
上

づ
<;
経

営

合

理

化

お

よ

び

資

材

の 

重

点

的

配

給

〉

、

の
一
一
大
目
的
を
有
す
る
こ

と
、

そ

し

て

利
子
の
処
理
に
お
い

:

て
も
こ
の
ニ
大
目
的
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い

る

こ

•
と

は疑
い
え
な

£
0

-
. 

:
;
- 

* 

:

し

か

し

、
，
わ

れ

わ

れ

は

、
.
そ

の

別
子
処
理
が
、
.産
業
界
の
各
層
に
た
い
し
て 

同
じ
影
響
を
あ
た
え
た
わ
け
で
は
な
か
：っ
た
こ
>:
-
-、：
む
し
：ろ
、

.

各
層
に
た
い
し 

て

異

な

る

と

り

あ

，つ
：
か

い

を

可

能

な

ら

し

め

.た
、
と
い
ぅ
事
実
を
と
く
に
指
摘 

し
て
お
き
た
い。

：

‘

.■
と

ぐ

に
不
利
な

立
場
.に
お
か
れ
た
の
ば、
.大
企

業

と

小

さ

な

個
人
企
業
と
の 

中
間
に
あ
っ
た
一
般
，の
中
小
企
業
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
非
歡
需
産
業
に
お
け 

.る
そ
れ
；で
あ
っ
た6

こ
の
^

、
.つ
r

の
ご
と
き

指
摘
を
み
よ
。

■:
:■〈

企
画
院『

要
綱』

.が
支
技
利
子
を
原
価
か
ら
除
外
し
た
こ
と
は
、

個
人
企 

業

主

に

た

い

す

る

報

酬

と

異

な

る

扱

.い
を

ぅ
け
る
，こ
と
に
^

-

る
か
ら
、
価
格 

決

笼

そ

の

他

の

点

：で

不

公

平

で

あ

る

。
>
.
.

,

—1
陸
^i
に
買
上
げ
る
軍
需
品
に
つ
い.て

は

：
：
：
適

正

利

潤

を

追

加

さ

れ 

.
る
と
き
利
子
が
或
程
度
迄
顕
虜
さ
れ.る
か
ら
よ
い
と
し
て
、

ー
救
ェ
务

…
…

に
適
用
さ
れ
る
と
き
利
子
は
い
か
に
取
扱
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
之
は
決 

し
て
i

す
べ
き
.で
は
な
い
。」

(

土
岐
政
蔵)

'
以
上
の
ほ
か
、
山
下‘勝
治
、
山
辺
六
郎
、
：大
樹
光
雄
が
、
利
子
を
地
代
と
別 

個
に
扱
う
こ
と
の
不
合
理
性
、
利
子
が
理
論
上
原
価
要
素
た
る
べ
き
こ
と
、
.，
化 

学
工
業
に
お
け
る
観
点
、
等
.々か
ら
そ
れ
ぞ
れ
、
企

画

院

『

要
綱』

の
規
定
を 

批
判
し
て
い
る
。

.

軍
需
品
調
達
価
格
の
決
定
は
、
'「

原
価
プ
ラ
ス
適
芷
利
潤

」

の
公
式
を
基
礎 

と
す
る
。
L
た
が
っ
て
、
理
㈱
的
に
は
、
支
私
利
子
が
原
価
に
算
入
さ
れ
て
も 

,算
入
さ
れ
な
く
て
も
、
そ

れ

が

「

適
茈
利
潤」

の
な
か
に
ふ
く
ま
れ1
限
り
、 

問
題
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
当
時
：、

.

.

『

要
綱』

制
定
の
関
係
者
は1 

ば
し
ば
こ
の
よt
に
述
べ
て
批
判
に
こ
た
え
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
，
こ
れ
は
実 

践
に
お
い
て
は
裏
切
ら
れ
る
可
能
性
を
も.っ
て
い
る
。
和
かi

皆
い
あ
私
利
子 

は

「

激
茁
利
潤
卜
に
は
ふ
く
ま
れ
な
い
か
ち
で
か
る
。
.『

適
.正
利
'潤
率
算
定
要

領』

は

は

っ

き

り
.と

「

借
入
金*r

対
ス
ル
通
常
ノ
利
子

」

と
規
定
し
て
お
り

. 

. 

. 

-
•
.
' 

.

.

.

(『

要
領』

第
一
一
の
一)

、

通
常
か
否
が
の
決
定
は
陸
海
軍
に
ゆ•た
ね
.ら
れ

て
い 

る
。
通
常
以
上
の.利

子

..を

支

抵

う

の

は

一
般
に
中
小
^
業
で
あ
る
。
.
し

た

がっ 

て
、
支
私
利
子
の
原
嗰
算
入
は
、
第
一
次
大
戦
当
時
の
'米
I

価

加

算

契

約

：に 

お
い
て
も
、.今
日
わ
が
国
に
お
い
て
も
、

*
?
の

つ
よ
く
要
望
す
る
とこ
ろ
で 

あ

る(

た
だ
し
、
今
日
の
わ
が
国
で
は
ぐ
後
述
す
る
ご
土
き
、
い
ま
一
つ
：の
理

ft
l
が
あ
る)

'0
. 

.
'
'
.

• 

{ 

• 

. 

• 

- 

.

.

.

.

い
ず
れ
に
せ
よ
、.上
記
の
：ご
ど
き
批
判
、
：要
求
は
、
敗
色
の
濃
い
昭
和
十
九 

年
に
い
た
つ
て
、
企
1

.『

氣
綱』

を
改
正
さ
せ
る
に
い
た
つ
た
。
こ
の
と
き

支
払
利
子
は
非
原
価
項
目
か
ら
除
か
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
他
方
、
原
価
要
素
の 

項
目
は
そ
の
ま
ま
で
残
さ
れ
た
。
こ
ぅ
し
て
支
払
利
子
に
.つ
い
て
の
規
定
は
、 

.『

要
綱』

の
な
か
か
ら
消
滅
し
て.し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

：
、

.

.

一
注(

1)

昭
和
十
七
年
四
月
一
日
、
：閣
令
陸
軍
省
令
海
軍
省
令
第
一
号
。

(

2) 

土
岐
政
蔵
.「

製
造H

業
原
価
計
算
要
辋
草
案
批
判」

『

を
計』
一
九 

四
一

牢

、-■
一 二
月

号
、
：f

四
頁
。
 

, 

?

)

實
木
大
吉『

原
俩
計
算』

ー_九
四
三
年
、
ニ
0
頁
以
下
。

(

4)

：
山
下
勝
治
.

「

製
造
.工
業
原
価
計
算
要
綱
草
案
を
論
ず」

一

『

会
計』

一
 

.

九

四

一

年

、

一

二

月

号

、

一
一
一
七
頁
。

：

?.)

：
木
村
和
三
郜

『

原
価
計
算
.論
研
究』

--
九
四
三
：年
>

八
0
丨
一
頁
.<
>
•

.(

6)

企
両
院『

要
綱』

(

陸
軍『

要
耦』

海
軍『

準
則』

)

の
目
的
は
、
ド 

ィ
ッ
<

.

0

*8:
.の
そ
れ
と
同
1
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
表
面
的
に
は
類 

似
し
て
い
る
.が
、
.
つ
ぎ
の
.ニ
点
に
注
意
す
べ
き
^
ぁ
る
。
.

1.
A

>

G

_

.
K.
は
個
別
企
業
の
観
点
か
ら
売
価
決
定
を
目
的
と
し
て
い
'

-

る
が
、『

要
：綱
.

』

：は
、
.

『

統
.

I

原
価
計
算
制
度
実
施
—
関
シ
価
格
政
策
上 

•
■

採
ル
べ
キ
方
策』

.に
明
ら
か
な
よ
ぅ
に
、
公
定
価
格 
>
軍
需
品
調
達
価 

' :

.
格
の
決
定
珠
第
ー
.義
的
重
要
.性
が
ぁ
づ
た
.
。
：;.
•

'
2.
A • 

G
，
K
は
直
接
的
^
は
経
営
比
較
に
よ
り
個
別
企
業
の
能
率
を
、
 

.

向
上
さ
.‘せ
る
こ
；と
を
自
的
と
し
ズ
、い
る
が
、『

要
'辋』

は
、『

経
済
新
体
制 

:

-
要
綱1

に
：
明

ら

キ

な

よ

.

？
に
、国
家
的
な
生
庫
力
^f
強
を
目
標
.と
す
る
M 

:
点
的
な
設
備
拡
充
.資
材
配
狳
の
た
め
の
経
営
比
較
に
特
色
が
ぁ
っ
た
。

七
五
，
，

(

七
.五

.

)

，

：

資
本
利
子
.と
銃」

原
価
許
算
制
度



以
上
の
.よ
ぅ
に
理
解
す
る
と
き
v 

f要
綱』

の
'利
子
規
定
は
、
幾
多
の 

批
判
.の
存
^
に
も
：か
.か
わ
ら
ず
、：
'ぎ
わ
：め
て
合
闽
的
的
で
あ
'る
0 

:
:

,
1.
:
,経
常
比
較
を
完
璧
に
お
£
な
ぅ
た
め
に
}1
総
資
本
利
子
の
箅
入
が
望 

:

ま
し
い
が
、
：そ
れ
は
計
算
：の
®

:
性
：を
も
た
ら
し
、.結
局
、
物
価
政
策 

V

を
：
阻

害

す

る

。
' 

.
:

2.
:■■
借
入
金
利
子
だ
.け
を
箅
入
す
る
こ
.と
は
、
価
格
政
策
と
'し
て
は
適
当 

.
;
で

あ

，
る

が

、
'

経
常
比
較
に
は
最
惑
：で

あ

る

.

3,
金
て
の
利
子
.を
除
外
す
る
こ
と
は
、:

価
格
政
策
的
に
は
.い
ぅ
ま
で
も 

.
な
.く
、
経
営
比
較
的
に
も
合
自
的
的
.で
あ
る
。

*

CQc
h
mal

d>nl:>ac3vw., Zinskosten in 

B
u
c
h
f
c:
:
h
r
0

I
Laq
, 

is
}
, f

. hw. 

F
.
,
1
9
1
2
.

coJa
h
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(

7)

.
久
保
田
音
•ニ
即
.「

企
‘
画

院

原

価

計

算

要

辋

草

案

批

判

」
『

会

計』

，
四 

'
九
卷
六
号
：
六
七
頁
。

:.

太
田
哲
三「

原
価
外
項
目
の
吟
味」

『

一
橋
論
擊』

九
卷
六
号
。

(

8 )

山
下
勝
治
、
前
掲
論
文
、

_.
一.
一
 
七
莨
、
山
辺
六
郎『

標
準
原
価
計
算』

；
 

一.九
.四
九
年
、
.三

ニ

頁

、
，
大

樹

光

雄

『

化

学

.

H

業
の
原
俩
計
算』

一
九
四 

_ 

.一
平
、

一
六
一
貢
。

_

(

9)

第
二
次
大
戦
中
に
.お
け
.る
原
価
計
算〔

お
よ
び『

要
綱』

〕

''
の
役
割 

'
:は
、
支
私
.利
子
の
処
理
法
に
と
く
.に
^
■
に
示
さ
れ
て
い
る
4

要
綱』

は 

■'
.低
物
価
政
策
め
一
.よ
く
を
に
な
っ
た
.の
.で
、
：
原
価
計
箅
に
お
い
て
支
払
制 

子
を
原
価
か
ら
除
外
し
た
。
そ
し
て
、
，軍
需
品
に
つ
い
て
は「

適
珥
利 

潤」

と
し
て
支
^
㈣
子
の
圆
収
が
保
証
さ
れ
た
。
独
：占
的
大
企
業
は
軍
需

.

■
,
、.

.七六

 

c

.七
六
；}
'
:

.....
 

-

品
め
大
部
分
を
..み
ず
か
ら
受
.法
し
、
中
.小
企
業
は
一
般
に
そ
.の
下
請
ど
な」 

る
：：か
'
ま

た

：は

日

常

消

費

品

の

生

：産

に

従

事

し

た

。

.,
,
'
-
-
だ

か

ら

眾

需

大

企

業
 

'に
‘は
.尨
大
な
利
潤
：が
保
証
.ざ

れ

る

が

、
パ
他
方
、
：：
そ

の

下

請

中

小

企

業

^
よ. 

っ
て
.は
、'
大
企
業
の
賀
叩
：き
を
防
ぐ
保
証
ば
存
在
せ
■ず
、
.•ま
.
た

非

軍

需

中 

小
企
業
は
:'
'
.制
度
的
に
俾
§

政
策
を
：お
し
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
：上
、
中 

小
企
業
.は
，比
較
的
高
金
利
を
負
担
：す
る
の
で
、
こ
.れ
を
原
価
に
.ふ
く
.む
こ 

と
は
中
小
企
業
に
と
っ
て
；利
益
：と
&
る
が
、
独
占
邮
大
企
業
ぼ
、''
.後
述
：の 

r

よ
う
に
、政
治
的
交
：渉
に
i

っ
,て
、.恣
意
的
な
原
価
計
箅
を
認
め
さ
せ
る
.こ 

と
が
で
'̂

る
か
ら
、
こ
と
さ
ら
支
私
利
子
の
項
目
.を
か
か
げ
る
，必
耍
は
な 

い
。
ま
し
て
：自
己
資
本
利
子
の
算
入
を
：み
と
め
て
^
小
企
業
の
原
価
計
算 

に
.も
^'
意
性
：を
み」

と
め
る
こ
.

AI

ぼ
避
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。

*

重
要
が
こ
と
は
、『

要
網
1
:

『

楚
領』

に
よ
々
ャ
算
定
さ
れ
た
原
価
、
 

適
正
利
潤
さ
え
、
そ
の
ま
ま
、
.,
：た
だ
.ち
に
価
格
決
定
に
み
ち
び
か
れ
る
も 

の
で
は
な
か
っ
た
，と
い
う
点
：で
；^-
^
.
0 

.
青
木
犬
#-
は
.、『

要
糊』

の
因
的
が 

「

適
.芘
な
る
価
格
決
定」

.
と
解
す
る
こ
.と
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
、「

適
芷
な 

る
価
格
決
定
.の
基
礎」

と
解
す
、ベ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
へ
前
掲
書
、

一
一
〇

頁

そ̂
：し
て
、

こ
の
点
は
、

井
上
逮
雄
.の
き
び
し
く
批
判
す
る
と 

こ
ろ
で
あ
1

#
。
す
な
わ
ち
、T

要
領』

で
は
経
営
能
率
の
優
劣
如
何
に 

よ
っ
て
利
潤
率
に
加
減
を
.お
こ
な
う
よ
う
に
規
定
.し
て
あ
る
の
だ
が
、
'. 

;「
然
し
そ
の
：優
务
の〕

程
度
を
俩
格
上
に
如
何
な
る
程
度
に
反
映
せ
し
め
る 

か
の
公
式
'附
け
が
な
い
。

之
は
全
く
軍
の
監
督
官
に
委
さ
れ
て
い
る
。」 

「

折
角
原
紙
の
個
別
確
定
と
利
潤
の
個
別
確
定
を
法
令
化
し
な
が
ら
そ
の

:

数
字
を
爽
際
上
調
弁
契
約に
た
い
す
る
參
考
数
字
'た
ら
し
め
て
居
り
、
こ

\
の
数
字
か
ら
直
接
俩
格
形
成
を
行
5
こ
と
を
妨
か
^
か
^

0
従
っ
て
そ
の
.

原
価
は
次
の
契
約
の.棊
礎
参
考
数
字
と
な
り
#
る
に
.過
ぎ
な
い
。」

か
く
て
.

「

科
学
的
伽
格
形
成
は
箸
し
<»
n

s>
ル
か」

の
で
あ
る
0

* 

* 

'
井
上
逮
雄
.-
.
利
澗
統
制
と
：経
営
能
率
の
測
定」

前
掲『

利
潤
統
制 

.と

.
原

価

計

算

』

，
九

九

！
 
一
 

0

0頁
。
 

I 

.

:

3
綱』

：
は
、
.こ
う
し
て
、
.低
物
価
.政
策
の
支
柱
と
.な
り
、
そ
れ
を
つ 

.

.う
じ
て
労
務
費
等
の
.上
#
を
お
さ
え
る
役
割
を
は

た

し

た

、
。

そ

れ

ゆ

え

：
、 

『

要
細』

の
本
質
は
、

た
ん
な
る
一
般
的
な
低
物
俩
政
策
の
支
桂
であ
っ 

た
と
い
う
ょ
り
は
プ
む
し
ゾ
コ
、

一
方
.で
臨
時
軍
事
費
に
ょ
る
巨
大
な
利
潤 

を

独

占

的

大

企

業

：
に
：
保

識

し

、

し

，
か

も

な

お
：軍
靡
ィ
ン
フ
レ
を
お
さ
え
る 

た
め
に
、
他
方
で
そ
.の

犠

牲

を

中

小

企

業

、
_
一

 

般
：国
民
に
転
嫁
しょ
う
と 

す
る
、
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
る
，べ
き
で
あ
ろ
う0

そ
し
て
そ
办
こ
.と 

は
、
：支
払
利
子
の
処
理
に
最
も
明
.瞭

に

あ

ら

，
わ

れ

て

い

る

。
.

.

,

四

昭

和I

-—
十
三
年
、
物
価
庁
.

『

製
造
工
業
原
価
計
算
要
綱』

〈

交
私
利
子
.の
原
価
算
A
を
認
，め
る
。

.敗
戦
後
の
ィ
ン
フ
レI
ク
,r
ン
期
に
、
-,
物
価
統
制」

を
主
要
目
的
と
し
て
、 

『

物
価
統
制
令』

に
も
と
づ
”

『

総
理
庁
令』

に
ょ(

^

『

製
造
工
業
原
価
計
算 

要
綱』

(

以
下
、
物
価
庁『

要
綱』

と
略
称)

.が
公
相
さ
れ
た
。
：
:'
- 

企
画
院
か
ら
物
価
庁
に
ひ
き
つ
，が
れ
た
だ
け
で
、
.実
質
的
な
変
化
は
あ
ま
り 

な
か
っ
た

が

利
子
に
か
ん
す
る
規
定
だ
け
が
百
八
十
度
転
回
.し
、
支
私
利
子
の 

资
本
利
子
と
統
1
原
俩
赏
算
制
度

原
価
算
入
が
み
と
め
ら
れ
た
。

.

.

. 
一

..
『

要
綱』

の
本
質
は
戦
時
中
と
異
な
ら
ず
、
，
か
つ
.て
_の
臨
時
軍
事
_費
が
消
滅 

して、代
ヴ
に
原
価
差
金

.が
利
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
た 

だ
労
働
組
洽
の
她
位
の
向̂
は
ハ
ヾ
経
営
者
を
し
て
^
支

払

利

子

の

原

価

算

入

に 

ょ
る
利
潤
の「

適
正
如
表
^

^
至

く

要

望

さ

せ

黎

物

価

庁
『

要
綱』

は 

原
価
統
制
が
撤
廃
さ
れ
る
と

AJ

も
に
•し
だ
い
に
有
名
無
実
と.な
：っ
た
'0
..

:

な
お
、
物
価
厅『

要
綱
.

』

.は
、
''
安
故
利
子
を
、「

一
！

g

管
理
及
び
販
売
原
価

」
' 

-

:

i
.

の
な
か
に
算
入
さ
せ
て
.い
る
.0

こ
.れ
と
製
造
原
価
，と
の
本
質
的
な
区
別
を
み
と

む
べ
き
か
否
か
に
は
問
題
が
ぁ
沾
。'

「

.

. 

. 

■

-

注〈

1)

：

『

物
価
.統
制
会』

第
十
八
.条
、.
お
ょ
び
：第
三
十
条°

.

(

2
:

)

：：『

総
理
庁
令』

.策
十
.四
.号
。
：-:
'

(

3

>

こ
の
よ
ぅ
な
発
言
は
し
ば
し
ば
見
出
さ
：れ
る
。
' 

た
と
え
.ば
、
.『

企
業 

会
針』

•五
#

一
号
の
座
談
会
'(

：と
く
^
八
--
/
ー
丨
五
：頁
：
> 
を
#
眼
。

.(

A

/:
物
価
序
'『

要
綱
^
第
一
'一
節
第
二
十
：

一：：：

分

類

、.'
'
十
八
。

,(

5

>
山
下
勝
治
ー
原
価
概
念
の
本
質
し
内
原
俩
計
集
^

三
卷
--
.?
、

一
:

五

:

頁
、

V

同
へ『

理
論
会
計
学』

：
一:九
四
<
年
、'-
1
1乏

.

. 

. 

' 

- 

.

.

. :

'

五
昭
和
三
十
ニ
年
、
大
蔵
首
企
業
会
計
審
議
会『

原
値
計
篇
基
準』

(

仮
案
>

.'
:
資
本
利
子
ダ『

基
準』

に
お
い
：て
、*

1

意̂
義
を
有
し
，
こ
：の
問
題
は
今 

日
種
々
射
議
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

『

基
準』

C

仮
案)

未
^

1

般

に

含

さ

れ

て
い
'^
い
の
で
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

- 

-

.

.
1 

'

七
七

'.

卜
七
セ)


